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不服申立て事案答申第 263 号 

不服申立て事案諮問第 282 号 

件名： 防犯カ メ ラ の映像の不開示決定に関する件 

 

答        申 

 

１  審議会の結論 

愛知県警察本部長（ 以下「 処分庁」 と いう 。） が、 審査請求人に係る別記に

掲げる保有個人情報（ 以下「 本件保有個人情報」 と いう 。） の開示請求につい

て、 不開示と し たこ と は妥当である。  

 

２  審査請求の内容 

( 1)  審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、 個人情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法律第

57 号。 以下「 法」 と いう 。） に基づき 審査請求人が令和 5 年 12 月 8 日付け

で行っ た保有個人情報開示請求に対し 、 処分庁が同年 12 月 21 日付けで行

っ た不開示決定について、 開示を 求めると いう も のである。  

( 2)  審査請求の理由 （ 略）  

 

３  処分庁の主張要旨 

  処分庁の弁明書における主張は、 おおむね次のと おり である。  

 ( 1)  本件処分の内容及び理由 

  ア 事実経過 

   ( ｱ)  保有個人情報開示請求の受理 

     令和 5 年 12 月 8 日、 審査請求人は愛知県 A警察署（ 以下「 A警察署」

と いう 。） において、 保有個人情報開示請求書を提出し たこ と から 、 処

分庁は、 こ れを 受理し た。  

     なお、 当該開示請求書の請求内容は、 ①苦情取扱一覧表、 ②防犯カ

メ ラ の映像で、 本日の私が写っ ている も の １ 階ロ ビー及び玄関で撮

影さ れたも の（ 請求日現在 A 警察署で保管のも の） である（ 以下「 本

件開示請求」 と いう 。）。  

   ( ｲ)  開示請求に係る保有個人情報の特定 

     処分庁は、 本件開示請求における 「 ②防犯カ メ ラ の映像で、 本日の

私が写っ ている も の」 の請求内容（ 以下、 本件開示請求のう ち 、 こ の

②の請求内容のこ と を「 本件請求内容②」 と いう 。） に対する確認を 行
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っ たと こ ろ 、A警察署の１ 階ロビー天井には防犯カ メ ラ が設置さ れてお

り 、 常時撮影・ 録画さ れていた。  

     本件開示請求書の「 本日」 については令和 5 年 12 月 8 日であると こ

ろ 、 同日、 審査請求人が A 警察署に訪れた際の場面が録画さ れている

こ と が確認でき た。  

   ( ｳ)  本件処分 

     本件請求内容②の対象と なる保有個人情報は、令和 5 年 12 月 8 日に、

審査請求人が A 警察署に訪れた際に同署において撮影さ れた防犯カ メ

ラ の映像である。  

     処分庁は、 本件保有個人情報については、 法第 78 条第 1 項第 5 号に

規定さ れる不開示情報に該当すると し て、 令和 5 年 12 月 21 日、 保有

個人情報不開示決定（ 以下「 本件処分」 と いう 。） をし た。  

     なお、 本件開示請求における 「 ①苦情取扱一覧表」 の請求内容につ

いては、 別に保有個人情報一部開示決定を し ている。  

  イ  本件処分の理由 

    法第 78 条第 1 項第 5 号においては、開示するこ と により 、犯罪の予防、

鎮圧又は捜査、 公訴の維持、 刑の執行その他の公共の安全と 秩序の維持

に支障を 及ぼすおそれがある と 認める こ と につき 相当の理由がある 情報

を不開示情報と し ている。  

    警察施設は、 運転免許業務、 各種届出、 相談等、 昼夜を 問わず多数の

一般来庁者が出入り するこ と から 、 テロ等の標的になり 得る施設である。 

    また、 警察業務は、 その他の行政事務と 異なり 、 検挙や規制が伴う こ

と から 、 被疑者及び関係者から の反発や反感を 招く おそれがあり 、 警察

に対する 敵対意識を 持っ た者等が来庁し 、 警察官や施設に対する 暴行・

傷害・ 器物損壊等の犯罪行為を 行っ たり 、 犯罪捜査で押収し た証拠品の

奪還や、 留置施設に収容さ れている 者を 奪取し たり 、 ある いは逃走さ せ

る目的で、 その逃走を 容易にする ための行為を 試みる こ と も 十分に考え

ら れる。  

    本件保有個人情報は、 警察施設である A 警察署の１ 階ロビーの天井に

設置さ れた防犯カ メ ラ により 撮影さ れたも のである と こ ろ 、 こ れが開示

さ れる こ と により 、 施設内部の構造、 状況や防犯カ メ ラ の撮影範囲や鮮

明度が明ら かになり 、 犯罪行為を 企図する者が、 こ れを 研究・ 分析する

こ と で、 犯罪を 敢行し た場合の対抗措置や弱点を つく こ と を 容易になら

し め、 犯罪を 誘発し 、 又は犯罪の実行を 容易にする おそれがあり 、 公共

の安全と 秩序の維持に支障を 及ぼすおそれがある。  
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    し たがっ て、 本件保有個人情報は、 法第 78 条第 1 項第 5 号に規定する

不開示情報に該当し 、 その全てを 不開示と する必要がある。  

    よっ て、 本件保有個人情報は、 法第 78 条第 1 項第 5 号に規定する不開

示情報であるこ と から 、 本件処分は適正である。  

 ( 2)  審査請求人の主張の失当性 

   審査請求人は、「 他者の分について、 カ ッ ト するかボカ す等し て、 私の部

分だけを 開示するこ と は技術的に可能である。」 と 申し 立て、 防犯カ メ ラ の

映像において、 審査請求人の部分だけを 開示するこ と は可能である から 、

自身が撮影さ れている 部分のみについては、 自身の情報である から 開示さ

れるべき である旨主張し ている。  

   し かし ながら 、 本件保有個人情報の一部でも 開示すれば、 警察施設に備

え 付けら れた防犯カ メ ラ の撮影範囲等を 公にする こ と と なり 、 こ れを 研

究・ 分析する こ と で、 犯罪を 敢行し た場合の対抗措置や弱点を つく こ と を

容易になら し め、 犯罪を 誘発し 、 又は犯罪の実行を 容易にする おそれがあ

る 、 つまり 、 公共の安全と 秩序の維持に支障を 及ぼすおそれがある こ と か

ら 、 本件保有個人情報が不開示情報に該当する と し て行っ た本件処分が適

正であるこ と は明ら かである。  

   し たがっ て、 審査請求人の主張は失当である。  

 ( 3)  結語 

   以上のと おり 、 本件処分は法の規定に基づく 適正なも のであり 、 本件審

査請求に係る 審査請求人の主張に理由がないこ と は明白である こ と から 、

本件審査請求は棄却さ れるべき である。  

 

４  審議会の判断 

( 1)  本件保有個人情報について 

   本件保有個人情報は、 防犯カ メ ラ によっ て撮影さ れた A 警察署の 1 階ロ

ビー及び玄関における令和 5 年 12 月 8 日の審査請求人の映像である。  

 ( 2)  法第 78 条第 1 項第 5 号該当性について 

   処分庁によ れば、 警察施設には、 昼夜を 問わず多数の一般来庁者が出入

り し ており 、 テロ等の標的になり 得る施設である と のこ と である 。 また、

警察業務は、 その他の行政事務と 異なり 、 検挙や規制が伴う こ と から 、 被

疑者及び関係者から の反発や反感を 招く おそれがあり 、 警察に対する敵対

意識を 持っ た者等が来庁し 、 警察官や施設に対する 暴行・ 傷害・ 器物損壊

等の犯罪行為を 行っ たり 、 犯罪捜査で押収し た証拠品の奪還や、 留置施設

に収容さ れている 者を 奪取し たり 、 あるいは逃走さ せる 目的で、 その逃走
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を 容易にするための行為を 試みるこ と も 十分に考えら れる と のこ と である。 

   当審議会において検討し たと こ ろ 、 本件保有個人情報の一部でも 開示す

る こ と と なれば、 警察施設の内部の構造や状況、 防犯カ メ ラ の撮影範囲や

鮮明度と いっ た機微な情報が明ら かと なる こ と から 、 犯罪を 誘発し 、 又は

犯罪の実行を 容易にする など、 公共の安全と 秩序の維持に支障を 及ぼすお

それがあると 処分庁が認めるこ と につき 相当の理由があると 認めら れる。  

   し たがっ て、 部分開示の余地はなく 、 本件保有個人情報は、 法第 78 条第

1 項第 5 号に該当する。  

 ( 3)  まと め 

   以上により 、「 １  審議会の結論」 のと おり 判断する。  

 

 

別記 

 防犯カ メ ラ の映像で、 本日の私が写っ ているも の 

 1 階ロビー及び玄関で撮影さ れたも の 

 （ 請求日現在 A警察署で保管のも の）  
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（ 審議会の処理経過）  

年 月 日 内                        容 

6 .  3 . 2 1 諮問（ 弁明書の写し を添付）  

6 . 1 2 . 1 6 

( 第 244 回審議会)  
審議 

7 .  1 . 2 4 

( 第 245 回審議会)  
審議 

7 .  2 . 2 6 答申 

 

 


